
規則 23-02 

 

 

和解手続合意規則図解（事後合意による付託申立図解） 

 

＊ 和解会議成立後の手続き規則は和解会議規則による。 

申立人（甲） ACC事務局/和解委員 相手方（乙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和解会議付託に関する通知

書を事務局に送付 

和解会議委員指定/通知 

1回～数回実施 

和解会議付託合意書締結 

甲からの和解会議付託申

立があった旨を通知 

付託受理/成立 

和解会議付託合意書締結 

付託受理 

和解委員との個別会議 和解委員との個別会議 

和解申立書策定 和解申立書策定 双方より提出 

申立条件に応じた個別会議 

1回～数回実施 

申立条件に応じた個別会議 条件会議 

判断会議 基本合意 基本合意 

裁定会議 和解裁定合意 和解裁定合意 

終局会議 和解裁定合意締結 和解裁定合意締結 

和解調書（簡易裁判所） 

＊和解合意書を執行調書としたい場合別途手続 

和解合意判定会議/調整 
付託合意 

和解会議付託に関する通知

書を事務局に送付 

和解会議により紛争解決す

る旨を乙に通知 


